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必
要
の
都
度

、
所
管
課
の
判
断
で
要
綱
等
を
定

め

、
意
見
公
募
を
実
施
し
て
い
る
た
め

必
要
の
都
度

、
説
明
会
の
開
催

、
ア
ン
ケ
ー

ト
の

実
施
等
に
よ
り
意
見
聴
取
を
実
施
し
て
い
る
た
め

既
存
の
仕
組
み

（
議
会

、
各
種
の
委
員
会
・
懇
談

会

、
広
報
広
聴
活
動
等

）
に
よ
り
意
見
聴
取
を
実

施
し
て
い
る
た
め

制
度
導
入
や
運
用
に
必
要
な
職
員
の
確
保
・
配
置

が
困
難
な
た
め

制
度
導
入
に
よ
る
効
果
が
期
待
で
き
な
い
た
め

他
の
自
治
体
の
導
入
状
況
を
踏
ま
え
て
判
断
し
た

い
た
め

市
町
村
合
併
を
予
定
し
て
い
る
た
め

必
要
性
の
検
討
を
行

っ
て
い
な
い
た
め

意
見
公
募
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
を
制
定
し

て
い
る

行
政
手
続
条
例
に
規
定
し
て
い
る

そ
の
他
の
条
例

（
自
治
基
本
条
例

、
市
民
参
加
条

例
等

）
に
規
定
し
て
い
る

施
策
に
関
す
る
方
針

、
指
針

、
計
画
等
の
決
定
又

は
変
更

住
民
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
建
設
等
に
係
る
計
画

等
の
策
定
又
は
変
更

住
民
に
義
務
を
課
し

、
又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ

と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
の
基
礎
と
な
る
方

針

、
指
針

、
計
画
等
の
策
定
も
し
く
は
改
廃

①
～

③
以
外
の
方
針

、
指
針

、
計
画
等
の
策
定
も

し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し

、
又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ

と
を
内
容
と
す
る
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

⑤
以
外
の
条
例
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

住
民
に
義
務
を
課
し

、
又
は
権
利
を
制
限
す
る
こ

と
を
内
容
と
す
る
条
例
か
ら
委
任
を
う
け
た
規
則

の
制
定
も
し
く
は
改
廃

⑦
以
外
の
規
則
の
制
定
も
し
く
は
改
廃

審
査
基
準

（
申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等

を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
さ

れ
る
基
準

）

処
分
基
準

（
不
利
益
処
分
を
す
る
か
ど
う
か
又
は

ど
の
よ
う
な
不
利
益
処
分
と
す
る
か
判
断
す
る
た

め
に
必
要
と
さ
れ
る
基
準

）

行
政
指
導
指
針

（
同
一
の
行
政
目
的
を
実
現
す
る

た
め
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
複
数
の
者
に
対
し

行
政
指
導
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
こ
れ
ら
の
行

政
指
導
に
共
通
し
て
そ
の
内
容
と
な
る
べ
き
事

項

）

そ
の
他

松江市 ○ ○ ○ ○
浜田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 7
出雲市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施機関が必要と認めるもの 2 0
益田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 14
大田市 ○ ○ ○ ○ ○ 4 1
安来市 ○ ○ ○
江津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 0

雲南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市の基本的な方向性を定める憲
章及び宣言の制定又は改廃

3 9

東出雲町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施機関が必要と認めるもの 1 0
奥出雲町 ○ ○ ○
飯南町 ○ ○ ○
斐川町 ○ ○ ○
川本町 ○ ○ ○
美郷町 ○ ○ ○ ○
邑南町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 0
津和野町 ○ ○ ○
吉賀町 ○ ○ ○
海士町 ○ ○ ○ ○
西ノ島町 ○ ○ ○
知夫村 ○ ○ ○ ○

隠岐の島町 ○ ○ ○ ○ ○
まちづくりに関する計画を策定す
るときに実施機関が必要と認める
もの

0 0

制定予定なしの理由 条
例

行政手続条例及び意見公募手続制度の制定状況（島根県市町村）　平成２２年１０月1日現在

条
例

規
則

規
則

そ
の
他

（
要
綱

、
要
領

、
指
針
等

）

団体名

制
定
済

意見公募手続制度の制定状況行政手続条例等の制定状況

制定状況 制定状況　　※１ 制定形式　　※２ 対象案件制定形式

平
成
2
１
年
度
　
意
見
公
募
手
続

実
施
件
数

平
成
2
１
年
度
　
意
見
公
募
手
続

提
出
意
見
数

実施件数等

そ
の
他

（
要
綱

、
要
領

、
指
針
等

）

制定・規定の方法制
定
済

未
制
定

検
討
中

（
制
定
予
定
時
期
決
定

）

検
討
中

（
制
定
予
定
時
期
未
定

）

制
定
予
定
な
し

もの

※2 対象案件により根拠規定が異なる場合のみ複数回答（審査基準等は条例で対象とし、基本計画等は要綱で対象としているような事例）

※1 本調査における意見公募手続とは、施策に関する基本的な計画等を立案する過程（意思決定過程）で、当該計画等の案の趣旨、内容及びその他必要な事項の住民への公表、公表した事項について住民から提出された意見等を考慮した意思決定及び意見等に対する地方公共団体の考え方の公表に係る一連の手続、いわゆるパブリックコメントのことをいう。制定済とは、意見公募手続について共
通のルールを定めていることをいう。したがって、必要に応じて所管課等の判断で意見公募を実施している団体については、制定済とはしていない。


